
議   第   ５４   号   

令和 ４ 年 ２ 月１６日提出   

 

   熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正につ 

   いて 

 

 熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例（昭和４５年条例第３２ 

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条に次の２号を加える。 

 (9) 滞在快適性等向上区域 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第 

４６条第２項第５号の滞在快適性等向上区域をいう。 

 (10) 集約駐車施設 都市再生特別措置法第４６条第１４項第３号ハの集約駐車施

設をいう。 

 第３条に次の１項を加える。 

３ 滞在快適性等向上区域における第１項の規定の適用については、第６条第２項の

規定により附置する車椅子利用者のための駐車施設を除き、第１項中「その建築物

又はその建築物の敷地内」とあるのは、「その建築物若しくはその建築物の敷地内又

はその建築物の敷地からおおむね５００メートル以内にある集約駐車施設内」とす

る。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （荷さばきのための駐車施設の附置） 

第３条の２ 駐車場整備地区内において、特定用途のうち百貨店その他の店舗又は事
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務所の用途に供する部分の床面積の合計が３，０００平方メートルを超える建築物

を新築し、又は当該規模となる増築をし、若しくは当該規模のものについて増築を

しようとする者は、第１号又は第２号に掲げる用途に供する部分の床面積をそれぞ

れ当該各号に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値（当該合計した数値に１

未満の端数があるときは、これを切り上げた数値）の台数以上の規模を有する荷さ

ばきのための駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければなら

ない。 

 (1) 百貨店その他の店舗 ３，０００平方メートル 

 (2) 事務所 ８，０００平方メートル 

２ 前項の規定にかかわらず、事務所の用途に供する部分の床面積が１０，０００平

方メートルを超える建築物にあっては、次の各号に掲げる事務所の用途に供する部

分の床面積の区分に応じそれぞれ当該各号に定める数値を合計した数値に    

１０，０００を加えた数値を当該事務所の床面積とみなして、同項の規定を適用す

る。 

 (1) １０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以内の部分の床面

積 当該床面積に０．７を乗じて得た数値 

 (2) ５０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内の部分の床

面積 当該床面積に０．６を乗じて得た数値 

 (3) １００，０００平方メートルを超える部分の床面積 当該床面積に０．５を乗

じて得た数値 

３ 第１項の規定にかかわらず、延べ面積が６，０００平方メートルに満たない建築

物にあっては、同項の合計した数値（同項に規定する端数処理を行う前のもの）に

次の式により算出して得た数値を乗じて得た数値（当該乗じて得た数値に１未満の

端数があるときは、これを切り上げた数値）を同項の合計した数値とみなして、同

項の規定を適用する。 

１－ 
６，０００平方メートル－建築物の延べ面積 

建築物の延べ面積 

４ 前３項の規定にかかわらず、共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整

備及び活用その他の代替措置によりこの条による荷さばきのための駐車施設の整備

と同等以上の効果があると市長が認める場合における当該台数については、市長が
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別に定める台数以上とすることができる。 

５ 前各項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の駐車台

数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることがで

きる。 

 第４条に次の２項を加える。 

２ 滞在快適性等向上区域における前項の規定の適用については、第６条第２項の規

定により附置する車椅子利用者のための駐車施設を除き、前項中「その建築物又は

その建築物の敷地内」とあるのは、「その建築物若しくはその建築物の敷地内又はそ

の建築物の敷地からおおむね５００メートル以内にある集約駐車施設内」とする。 

３ 前条の規定は、駐車場整備地区内において、用途変更により、特定用途のうち百

貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分の床面積の合計が３，０００平方

メートルを超えることとなる大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に

ついて準用する。 

 第５条に次の１項を加える。 

２ 建築物の敷地が滞在快適性等向上区域の内外にわたる場合においては、当該敷地

の過半が当該区域内にあるときに限り、当該区域内に当該建築物の敷地があるもの

とみなして前３条の規定を適用する。 

 第６条第１項中「２．５メートル」を「２．３メートル」に、「６メートル」を「５

メートル」に改め、同条第２項中「前項」を「第１項及び第２項」に、「適用しない」

を「、適用しない」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加

える。 

２ 前項の駐車施設（特定部分を有する建築物の駐車施設に限る。）の駐車の用に供す

る部分のうち１台以上は、同項の規定にかかわらず、車椅子利用者のための駐車施

設として、駐車台数１台につき幅３．５メートル以上、奥行５メートル以上としな

ければならない。ただし、車椅子利用者のための駐車施設を２台以上隣接して設け

る場合であって、当該隣接する２台の車椅子利用者のための駐車施設の間に幅１メ

ートル以上の共用の乗降部分を設けるときは、当該乗降部分に隣接する車椅子利用

者のための駐車施設の幅を１台につき２．５メートル以上とすることができる。 

３ 第３条の２の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設は、

駐車台数１台につき幅３メートル以上、奥行７．７メートル以上、有効高３メート
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ル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りできるものでなければならない。 

 第７条中「及び第４条の規定により」を「から第４条までの規定により」に改め、

「者」の次に「（滞在快適性等向上区域においては、集約駐車施設に駐車施設を附置す

ることができる者を除く。）」を加え、「、第３条及び第４条」を「、これら」に、     

「２００メートル以内」を「５００メートル以内（荷さばきのための駐車施設及び車

椅子利用者のための駐車施設にあっては、おおむね５０メートル以内）」に改め、同条

の次に次の１条を加える。 

 （公共交通の利用促進に係る特例） 

第７条の２ 第３条及び第４条（第３項を除く。）の規定により駐車施設を附置しなけ

ればならない建築物の所有者又は管理者が、当該建築物の利用者に対し公共交通機

関の利用促進に資する措置（以下「公共交通利用促進措置」という。）を講じた場合

は、規則で定めるところにより、これらの規定により当該建築物に附置しなければ

ならない駐車施設（車椅子利用者のための駐車施設を除く。）の台数を減ずることが

できる。 

２ 前項の規定により駐車施設の台数を減じようとする建築物の所有者又は管理者は、

規則で定めるところにより、公共交通利用促進措置に関する計画（以下「公共交通

利用促進計画」という。）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認

を受けた公共交通利用促進計画を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 前項の承認を受けた所有者又は管理者が公共交通利用促進措置を廃止しようとす

るときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

４ 第２項の承認を受けた所有者又は管理者は、規則で定めるところにより、公共交

通利用促進措置の実施状況について市長に報告しなければならない。 

５ 市長は、第２項の承認を受けた所有者又は管理者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、その承認を取り消すことができる。 

 (1) 当該承認を受けた公共交通利用促進計画に定める公共交通利用促進措置の全

部又は一部を講じないとき。 

 (2) 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

６ 第３項の規定により廃止の届出をし、又は前項の規定により承認を取り消された

建築物の所有者又は管理者は、第３条及び第４条の規定に適合するように当該建築

物に駐車施設を附置しなければならない。 
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 第８条の見出し中「適用除外」の次に「及び地区又は地域の変更に伴う特例」を加

え、同条第１項及び第２項中「及び第４条」を「から第４条まで」に改め、同条第３

項を削り、同条に次の２項を加える。 

３ この条例の施行後、新たに滞在快適性等向上区域に指定された区域内において、

当該指定の日の翌日から起算して６月を経過する日までに建築物の新築、増築又は

用途変更のための工事に着手した者に対する第７条の規定の適用については、同条

中「附置すべき者（滞在快適性等向上区域においては、集約駐車施設に駐車施設を

附置することができる者を除く。）」とあるのは、「附置すべき者」とする。 

４ 第３条第３項又は第４条第２項の規定により集約駐車施設内に駐車施設を附置し

た場合において、当該駐車施設に係る建築物の敷地が滞在快適性等向上区域でなく

なったときは、その時点において既に当該集約駐車施設内に附置されていた駐車施

設については、第６条第１項の規定に適合するものに限り、第３条又は第４条の規

定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。 

 第９条中「、第４条」を「から第４条まで」に改め、「構造等」の次に「その他必要

な事項」を加え、「また」を「、」に改める。 

 第１１条第１項中「立入り」を「立ち入り」に改める。 

 第１２条第１項中「、第４条」を「から第４条まで」に、「及び」を「又は」に改め、

同条第２項中「措置命令書」を「書面」に、「とし、その様式は規則で定める」を「と

する」に改める。 

 別表第１中「別表第１」を「別表第１（第３条関係）」に改め、同表３の項中「（延

べ面積が２，０００平方メートルを超えている建築物について増築する場合にあって

は、その増築に係る部分）」を削り、「３００平方メートル」を「６００平方メートル」

に改め、「（延べ面積が３，０００平方メートルを超えている建築物について増築する

場合にあっては、その増築に係る部分）」を削り、「４５０平方メートル」を「９００

平方メートル」に改める。 

 別表第２中「別表第２」を「別表第２（第４条関係）」に改め、同表２の項中「（特

定部分の延べ面積が２，０００平方メートルを超えている建築物について、当該用途

変更により特定部分の延べ面積が増加する場合にあっては、その増加する部分）」を削

り、「３００平方メートル」を「６００平方メートル」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

（以下「新条例」という。）第３条の２並びに第６条第２項及び第３項の規定は、

この条例の施行の日以後に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手し

た者について適用し、同日前に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着

手した者については、なお従前の例による。 

 （現に滞在快適性等向上区域に指定されている区域に関する特例） 

３ この条例の施行の日において、現に滞在快適性等向上区域に指定されている区域

における新条例第８条第３項の規定の適用については、同項中「当該指定の日の翌

日から起算して６月を経過する日まで」とあるのは、「令和４年１０月１日又は当該

指定の日から起算して６月を経過する日のいずれか遅い日まで」とする。 

 

 （提出理由） 

  駐車場整備地区における駐車施設の台数の基準の緩和、滞在快適性等向上区域に

おける駐車施設の位置の基準の緩和及び駐車施設の環境整備の推進等を行うため、

所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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